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(57)【要約】
【課題】複数の蓄電池の特性についての制約をなくした
上で、蓄電システム全体としてのパフォーマンスの向上
及び蓄電池寿命の長寿命化を図る。
【解決手段】個別にインバーター１０４Ａ，１０４Ｂが
接続されて個別に充電及び放電が可能な複数の蓄電池１
０６Ａ，１０６Ｂと、複数の蓄電池の充電量を監視して
複数の蓄電池に対して個別に充電指令又は放電指令を与
える蓄電池監視制御装置１０３とを備える。蓄電池監視
制御装置１０３は、それぞれの蓄電池の充電量として、
蓄電池の充電容量から決まる上限充電量と下限充電量と
の間に、第１閾値と第１閾値よりも小さな充電量の第２
閾値を設定し、それぞれの蓄電池が、第１閾値と第２閾
値の間の充電量が優先的に設定されるように、複数の蓄
電池での充電又は放電を組み合わせた負荷分散制御を行
う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個別にインバーターが接続されて個別に充電及び放電が可能な複数の蓄電池と、複数の
前記蓄電池の充電量を監視して、複数の前記蓄電池に対して個別に充電指令又は放電指令
を与える蓄電池監視制御装置とを備える蓄電池システムであり、
　前記蓄電池監視制御装置は、それぞれの前記蓄電池の充電量として、蓄電池の充電容量
から決まる上限充電量と下限充電量との間に、第１閾値と前記第１閾値よりも小さな充電
量の第２閾値を設定し、それぞれの前記蓄電池が、前記第１閾値と前記第２閾値の間の充
電量が優先的に設定されるように、複数の前記蓄電池での充電又は放電を組み合わせた負
荷分散制御を行う
　蓄電池システム。
【請求項２】
　前記蓄電池監視制御装置による前記負荷分散制御は、特定の前記蓄電池で充電を行うと
同時に、特定の前記蓄電池以外の他の前記蓄電池で放電を行う
　請求項１に記載の蓄電池システム。
【請求項３】
　前記蓄電池監視制御装置は、複数の前記蓄電池での充電又は放電を組み合わせて、前記
インバーターでの電力変換効率が高い所定の範囲内の負荷率を優先して使用する制御を行
う
　請求項１に記載の蓄電池システム。
【請求項４】
　前記蓄電池監視制御装置は、複数の前記蓄電池での充電又は放電を組み合わせて、複数
の前記インバーターでの累積充放電時間がほぼ均等になる制御を行う
　請求項１に記載の蓄電池システム。
【請求項５】
　前記蓄電池監視制御装置は、接続された電力系統の需給バランスに関する情報を取得し
、取得した需給バランスに関する情報に基づいて、前記第１閾値及び前記第２閾値を可変
設定する
　請求項１～４のいずれか１項に記載の蓄電池システム。
【請求項６】
　個別にインバーターが接続されて個別に充電及び放電が可能な複数の蓄電池に対して、
個別に充電指令又は放電指令を与える蓄電池制御方法であり、
　それぞれの前記蓄電池の充電量として、蓄電池の充電容量から決まる上限充電量と下限
充電量との間に、第１閾値と前記第１閾値よりも小さな充電量の第２閾値を設定する閾値
設定処理と、
　それぞれの前記蓄電池が、前記第１閾値と前記第２閾値の間の充電量が優先的に設定さ
れるように、複数の前記蓄電池での充電又は放電を組み合わせた負荷分散制御を行う負荷
分散制御処理とを含む
　蓄電池制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電池システム及び蓄電池制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、電力会社から供給される電力の大部分は火力発電、水力発電、原子力発電によっ
て生成されたものである。しかし近年、環境負荷軽減の観点から、再生可能エネルギー(
太陽光発電、風力発電等)を利用する発電システムの導入が増加している。
【０００３】
　太陽光や風力などの自然エネルギーを用いて発電するシステムは、環境変化の影響を受
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けやすいため出力変動が激しく、電力系統を不安定にさせる要因となっている。そのため
、再生可能エネルギーによる発電システムには、複数の蓄電池が複数直並列に接続されて
いる大容量の蓄電池システムを併設し、電力系統の安定化を図ることが行われている。
【０００４】
　蓄電池を用いて電力系統を安定化させる為には、電力系統の需要と供給のバランスを取
る必要があり、必要に応じて併設された蓄電池に充放電させている。しかし、充電と放電
の割合が１対１となる事は極めて少なく、通常はどちらか一方に偏る傾向がある。具体的
には、蓄電池の充電率（ＳＯＣ：State Of Charge）は、蓄電池の充放電可能な容量から
決まる上限値又は下限値に到達しやすく、上限値又は下限値に到達した場合、蓄電池が過
充電又は過放電にならないよう出力を制限又は停止することになる。なお、以下の説明で
は、実際の運用時に設定される上限値及び下限値を、ＳＯＣ上限値及びＳＯＣ下限値と称
する。
【０００５】
　蓄電池は、充電池時にはＳＯＣ上限値まで充電され、放電時にはＳＯＣ下限値まで放電
される。例えばある蓄電池システムでは、蓄電池の満充電容量を１００％としたとき、Ｓ
ＯＣ上限値を８５％、ＳＯＣ下限値を１５％として、その８５％と１５％との間で充放電
を行う運用が行われる。これは、１００％までの満充電や０％までの完全な放電で蓄電池
が劣化することを防ぐためである。
　しかしながら、上述したＳＯＣ上限値やＳＯＣ下限値は、蓄電池の特性上劣化が完全に
防げる値ではなく、蓄電池を使う上での経済性と電池寿命とのバランスを取った値に設定
される。すなわち、ＳＯＣ上限値とＳＯＣ下限値との間で決まる蓄電池の実充電容量が少
なすぎると、蓄電池システムが充電できる容量が非常に少なくなってしまうため、ある程
度の劣化があることを前提として、上述した８５％や１５％の値を設定している。したが
って、実際の運用上では、蓄電池の充電率がＳＯＣ上限値やＳＯＣ下限値の状態で継続す
ることは好ましくない。
【０００６】
　特許文献１には、蓄電池システムにおいて、特性の異なる複数の蓄電池を備えて、その
特性の異なる複数の蓄電池への分配状況を変化させる技術が開示されている。特許文献１
に記載の技術によれば、特性の異なる複数の蓄電池を用意して、それぞれの蓄電池の特性
に合わせた制御を行うことで、蓄電システム全体としてのパフォーマンスの向上を図るこ
とができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】ＷＯ２０１４／１１８９０３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、特許文献１に記載されるように特性の異なる複数の蓄電池でシステムを構築
した場合には、既存の蓄電池システムにそのまま適用することができないという問題があ
る。通常、複数の蓄電池で構成される大容量の蓄電池システムは、同じ特性の蓄電池を多
数使用したシステムが一般的である。したがって、既存の蓄電池システムに、制御用ソフ
トウェアの変更で、特許文献１に記載された蓄電池制御技術を適用することは困難であり
、蓄電池の入れ替えなどの大規模な改修が必要になってしまう。
【０００９】
　本発明の目的は、複数の蓄電池の特性についての制約をなくした上で、蓄電システム全
体としてのパフォーマンスの向上及び蓄電池の寿命の長寿命化を図ることができる蓄電池
システム及び蓄電池制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
　本願は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならは、個別に
インバーターが接続されて個別に充電及び放電が可能な複数の蓄電池と、複数の蓄電池の
充電量を監視して、複数の蓄電池に対して個別に充電指令又は放電指令を与える蓄電池監
視制御装置とを備える蓄電池システムに適用される。
　そして、蓄電池監視制御装置は、それぞれの蓄電池の充電量として、蓄電池の充電容量
から決まる上限充電量と下限充電量との間に、第１閾値と第１閾値よりも小さな充電量の
第２閾値を設定し、それぞれの蓄電池が、第１閾値と第２閾値の間の充電量が優先的に設
定されるように、複数の蓄電池での充電又は放電を組み合わせた負荷分散制御を行う。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数設置した蓄電池の内で、特定の蓄電池の充電量が第１閾値に達し
たとき、別の蓄電池の充電量を調整して、ＳＯＣ上限値に到達するのを防ぐ運用が可能に
なり、ＳＯＣ上限値やＳＯＣ下限値に達する回数を減少させる運用が可能になる。したが
って、本発明によれば、蓄電池の劣化を防ぎつつ、蓄電池システムのパフォーマンスを改
善することができる。
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施の形態例の蓄電池システム全体の例を示す構成図である。
【図２】本発明の一実施の形態例のインバーター負荷率と電力変換効率との対応の例を示
す特性図である。
【図３】本発明の一実施の形態例による蓄電池の制御処理例を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の一実施の形態例による複数の蓄電池の運用例を示す制御状態図である。
【図５】本発明の一実施の形態例による変換効率によって変更する制御処理例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の一実施の形態例による累積充放電時間によって変更する制御処理例を示
すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施の形態例による需給バランスの変化によって閾値を変更する制御
処理例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の一実施の形態の例（以下、「本例」と称する。）を、図１～図７を参照
して説明する。
［１．蓄電池システムの構成例］
　図１は、本例の蓄電池システム１００の構成例を示す。
　蓄電池システム１００は、電力系統１０１が備える交流ライン１０７に接続される。蓄
電池システム１００は、電源ライン１０７に接続された複数のインバーター１０４Ａ，１
０４Ｂを備え、それぞれのインバーター１０４Ａ，１０４Ｂに直流ライン１０５Ａ，１０
５Ｂを介して蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂが接続される。本例の蓄電池システム１００が備
える各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂは、同じ特性及び容量の電池を使用する場合と、異なる
特性又は容量のものを使用する場合のいずれでもよい。また、２つの蓄電池１０６Ａ，１
０６Ｂを備える例としたのは一例であり、蓄電池システム１００は、より多くの蓄電池を
備える構成としてもよい。
【００１４】
　インバーター１０４Ａ，１０４Ｂ及び蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂは、蓄電池監視制御装
置１０３により充電及び放電が個別に制御される。すなわち、蓄電池監視制御装置１０３
は、それぞれの蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電量をＳＯＣ情報ＳＯＣ１，ＳＯＣ２とし
て取得し、各インバーター１０４Ａ，１０４Ｂに充放電指令Ｐ１，Ｐ２を送り、充電又は
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放電を個別に制御する。
　蓄電池監視制御装置１０３は、それぞれの蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充放電を個別に
制御して、蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂに過度な充放電負荷が掛らないよう負荷分散処理を
行う。
【００１５】
　蓄電池監視制御装置１０３には、外部のリモート監視制御装置１０２から充放電指令情
報ＰＸが供給される。リモート監視制御装置１０２は、電力系統１０１の状態に基づいて
、蓄電池監視制御装置１０３に充放電指令情報ＰＸを供給する。リモート監視制御装置１
０２は、例えば、電力系統１０１に接続された太陽光発電所での発電量に基づいて、充電
指令を行う。あるいは、電力系統１０１に接続された負荷の稼働状況に応じて、放電指令
を行う。蓄電池監視制御装置１０３は、リモート監視制御装置１０２から供給される充放
電指令情報ＰＸに基づいて、蓄電池システム１００全体の充電量又は放電量を決めて、各
蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの個々の充放電を設定する。
【００１６】
　蓄電池監視制御装置１０３は、各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充放電を制御する際には
、各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電残量が最適になるように、各蓄電池１０６Ａ，１０
６Ｂでの充電又は放電を組み合わせた負荷分散制御を行う。ここでの蓄電池監視制御装置
１０３による負荷分散制御には、例えば一方の蓄電池１０６Ａを充電させ、他方の蓄電池
１０６Ｂでの充電を停止させる処理の他、一方の蓄電池１０６Ａでの充電状況と他方の蓄
電池１０６Ｂでの充電状況を変化させる処理がある。あるいは、蓄電池監視制御装置１０
３による負荷分散制御として、一方の蓄電池１０６Ａを充電させ、他方の蓄電池１０６Ｂ
を放電させるような、充電と放電を組み合わせた分散制御を行う場合もある。
【００１７】
　また、蓄電池監視制御装置１０３が充放電を制御する際には、各蓄電池１０６Ａ，１０
６Ｂの充電量として、ＳＯＣ上限値及びＳＯＣ下限値の他に、そのＳＯＣ上限値とＳＯＣ
下限値との間に、２つの閾値（第１閾値及び第２閾値）を設定して管理する。ＳＯＣ上限
値とＳＯＣ下限値は、各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの特性から決まる最大充電残量及び最
低充電残量の値である。
　第１閾値及び第２閾値の具体的な例としては、例えばＳＯＣ上限値及びＳＯＣ下限値を
電池容量の８５％及び１５％としたとき、第１閾値を６０％、第２閾値を４０％とする（
後述する図４参照）。各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電量がこの第１閾値と第２閾値と
の間であるとき、蓄電池の劣化が最も少ない状態になる。但し、蓄電池の劣化は、充放電
回数や累積の使用時間などの様々な要因から発生し、第１閾値と第２閾値との間に充電残
量を設定することは、蓄電池の劣化を抑える１つの要因となっている。
【００１８】
　なお、各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電や放電は、上述したようにインバーター１０
６Ａ，１０６Ｂの稼働により実行するが、以下の説明では、特に必要な場合を除いてイン
バーターの動作制御は省略し、単に蓄電池を充電又は放電と述べる。
【００１９】
［２．インバーターの変換効率の例］
　図２は、インバーター１０４Ａ，１０４Ｂの負荷率による電力変換効率の変化特性の一
例を示す。図２の横軸はインバーター負荷率を示し、縦軸は電力変換効率を示す。但し、
電力変換効率については、単にその傾向のみを示している。
　図２に示すように、電力変換効率は、インバーター負荷率が１０％以下の非常に低い状
態では低く、インバーター負荷率が約３０％になるまでインバーター負荷率の上昇に伴っ
て電力変換効率が高くなる。電力変換効率のピークは、インバーター負荷率が約３０％か
ら約４０％の範囲であり、４０％よりもインバーター負荷率が高くなるに従って、電力変
換効率が徐々に低くなる。
【００２０】
　したがって、電力変換効率に着目した場合には、各インバーター１０４Ａ，１０４Ｂは
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、インバーター負荷率が１０％以下になることを避けるのが好ましい。また、より高い効
率で運転する場合には、負荷率が約３０％から約４０％の範囲であるのが好ましい。但し
、この範囲は一例であり、電力変換効率が最も高くなる負荷率の範囲は、インバーターの
形式によって異なる。
　蓄電池監視制御装置１０３が各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂでの充電又は放電を組み合わ
せた負荷分散制御を行う際には、制御要因の１つとして、この電力変換効率に着目する。
蓄電池監視制御装置１０３が負荷分散制御を行う際に着目する他の制御要因については後
述する。
【００２１】
［３．蓄電池監視制御装置による制御処理例］
　図３のフローチャートは、蓄電池監視制御装置１０３による複数の蓄電池１０６Ａ，１
０６Ｂの充放電を制御する処理例を示す。
　まず、蓄電池監視制御装置１０３は、リモート監視制御装置１０２からの充放電指令情
報ＰＸにより、充電又は放電の指示があるか否かを判断する（ステップＳ１１）。充電又
は放電の指示がない場合には（ステップＳ１１のＮＯ）、充放電指令情報ＰＸが供給され
るまで待機する。
【００２２】
　充電又は放電の指示がある場合（ステップＳ１１のＹＥＳ）、蓄電池監視制御装置１０
３は、現在の蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電量が、第１閾値と第２閾値との間で管理可
能な状態か否かを判断する（ステップＳ１２）。ここでの第１閾値と第２閾値との間で管
理可能な状態とは、例えば充電指示があるときに、第１閾値を超えた充電残量の蓄電池が
ある場合、あるいは、放電指示があるときに、第２閾値未満の充電残量の蓄電池がある場
合に相当する。
　ここで、第１閾値と第２閾値との間で管理可能な状態でない場合には（ステップＳ１２
のＮＯ）、蓄電池監視制御装置１０３は、ＳＯＣ上限値までの充電又はＳＯＣ下限値まで
の放電により、蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂを充放電する（ステップＳ１３）。ステップＳ
１３での充電又は放電を開始した後、充電状況又は放電状況に変化があったときには、蓄
電池監視制御装置１０３はステップＳ１１の判断に戻る。
【００２３】
　ステップＳ１２で、第１閾値と第２閾値との間で管理可能な状態であると判断した場合
には（ステップＳ１２のＹＥＳ）、複数の蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充放電負荷を分散
させた上で、第１閾値と第２閾値との間で充電又は放電を行う（ステップＳ１４）。ここ
での充放電負荷分散制御例は後述するが、単純に複数の蓄電池に充電や放電を分散させる
以外に、充電時に一部の蓄電池を放電させる制御や、放電時に一部の蓄電池を充電させる
制御を行う場合もある。
　ステップＳ１４での負荷分散制御が行われた状態での充電又は放電を開始した後、蓄電
池監視制御装置１０３は、現在の負荷分散制御状態による蓄電池の組み合わせが適正か否
かを判断する（ステップＳ１５）。ここで、組み合わせが適正でない状況が発生した場合
には（ステップＳ１５のＮＯ）、蓄電池監視制御装置１０３は、複数の蓄電池１０６Ａ，
１０６Ｂの充放電の組み合わせを変更して（ステップＳ１６）、ステップＳ１４の負荷分
散制御状態に戻る。
　また、組み合わせが適正である場合には（ステップＳ１５のＹＥＳ）、蓄電池監視制御
装置１０３はステップＳ１１の判断に戻る。
【００２４】
　なお、この図３のフローチャートに示す制御例では、蓄電池監視制御装置１０３は、各
蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電残量が第１閾値と第２閾値の間のとき、ステップＳ１４
で負荷分散制御を行うようにした。これに対して、ステップＳ１３でのＳＯＣ上限値まで
の充電やＳＯＣ下限値までの放電を行う際にも、蓄電池監視制御装置１０３は、負荷分散
制御を行うようにしてもよい。
【００２５】
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［４．具体的な充放電例］
　図４は、２つの蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂを使って負荷分散制御を行う１つの例を示す
。
　ここでは、２つの蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂは同じ特性及び容量であり、ＳＯＣ上限値
を８５％、ＳＯＣ下限値を１５％、第１閾値を６０％、第２閾値を４０％に設定した例で
ある。図４において、縦軸は各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの充電残量であり、横軸は時間
である。図４中で、実線の特性ＳＯＣ１が一方の蓄電池１０６Ａの充電残量を示し、破線
の特性ＳＯＣ２が他方の蓄電池１０６Ｂの充電残量を示す。また、図４中に二点差線で示
す放電量ＩＶ１，ＩＶ２は、インバーター１０４Ａ，１０４Ｂで変換した電力の積算量を
示す。
【００２６】
　図４は、リモート監視制御装置１０２から放電指令が蓄電池監視制御装置１０３に届い
た状態であって、各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂは、いずれも充電残量が第１閾値（６０％
）で待機した状態を示している。そして、必要な放電量は、１個の蓄電池１０６Ａの放電
で確保でき、かつ負荷分散制御の点から蓄電池１０６Ａだけを放電させるのが好ましいと
する。この場合、蓄電池監視制御装置１０３は、蓄電池１０６Ａを放電するように、イン
バーター１０４Ａに充放電指令Ｐ１を送る。この充放電指令Ｐ１により、図４の期間ｔ１
での放電ＩＶ１が行われ、実線で示すように、蓄電池１０６Ａの充電残量ＳＯＣ１が徐々
に低下する。
【００２７】
　そして、放電開始から所定期間（図４の期間ｔ１）放電が継続することで、蓄電池１０
６Ａの充電残量ＳＯＣ１が、第２閾値（４０％）未満に低下したとする。このとき、蓄電
池監視制御装置１０３は、蓄電池１０６Ａの放電を停止し、別の蓄電池１０６Ｂの放電を
開始する。蓄電池１０６Ｂの放電を開始するために、蓄電池監視制御装置１０３は、イン
バーター１０４Ｂに充放電指令Ｐ２を送る。この充放電指令Ｐ２により、図４の期間ｔ２
に示す放電ＩＶ２が行われ、破線で示すように、蓄電池１０６Ｂの充電残量ＳＯＣ２が徐
々に低下する。
【００２８】
　ここでは、蓄電池監視制御装置１０３は、蓄電池１０６Ｂの放電時に、インバーター１
０４Ａが充電用として作動するように充放電指令Ｐ１を送り、蓄電池１０６Ｂから放電し
た電流で蓄電池１０６Ａを充電する。この充電により、第２閾値未満に低下した蓄電池１
０６Ａの充電残量ＳＯＣ１が、第１閾値と第２閾値の間の範囲内に復帰する。
【００２９】
　そして、蓄電池１０６Ａの充電残量ＳＯＣ１がある程度の値（例えば５０％）になると
、蓄電池監視制御装置１０３は、インバーター１０４Ａが放電用として作動するように充
放電指令Ｐ１を送り、蓄電池１０６Ａを放電する。この充放電指令Ｐ１により、図４の期
間ｔ３での放電ＩＶ１が行われる。
　このようにして、蓄電池監視制御装置１０３が、２つの蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂを交
互に作動させる負荷分散処理を制御する。
【００３０】
［５．負荷分散処理時の判断要因の例］
　次に、蓄電池監視制御装置１０３が負荷分散処理を実行する際の判断要因の例を説明す
る。
　図５は、インバーター１０４Ａ，１０４Ｂの変換効率から負荷分散処理状態を判断する
処理例を示すフローチャートである。
　まず、蓄電池監視制御装置１０３は、現在作動中の状態よりも変換効率が高くなる別の
蓄電池（インバーター）の組み合わせがあるか否かを判断する（ステップＳ２１）。ここ
で、現在作動中の組み合わせより変換効率が高くなる別の組み合わせがないと判断した場
合には（ステップＳ２１のＮＯ）、蓄電池監視制御装置１０３は、現在の組み合わせを継
続し、ステップＳ２１の判断を繰り返し行う。
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【００３１】
　そして、現在作動中の組み合わせより変換効率が高くなる別の組み合わせが存在する場
合には（ステップＳ２１のＹＥＳ）、蓄電池監視制御装置１０３は、充電又は放電する蓄
電池の組み合わせを変更する（ステップＳ２２）。ここでの組み合わせの変更には、作動
中の各インバーター１０４Ａ，１０４Ｂの負荷率の変更も含まれる。
　ステップＳ２２で充電又は放電する蓄電池の組み合わせを変更した後、ステップＳ２１
の判断に戻る。
　このようにすることで、変換効率が常に高い状態で充電及び放電が行われるようになる
。
【００３２】
　図６は、インバーター１０４Ａ，１０４Ｂの累積充放電時間から負荷分散処理状態を判
断して、インバーター１０４Ａ，１０４Ｂの累積充放電時間をほぼ均等にする処理例を示
すフローチャートである。
　まず、蓄電池監視制御装置１０３は、現在のインバーター１０４Ａ，１０４Ｂの累積充
放電時間に偏りがあるか否かを判断する（ステップＳ３１）。ここで、現在のインバータ
ー１０４Ａ，１０４Ｂの累積充放電時間に偏りがないと判断した場合には（ステップＳ３
１のＮＯ）、蓄電池監視制御装置１０３は、現在の組み合わせを継続し、ステップＳ３１
の判断を繰り返す。
【００３３】
　そして、現在の累積充放電時間に偏りがある場合には（ステップＳ３１のＹＥＳ）、蓄
電池監視制御装置１０３は、累積充放電時間が少ないインバーターを優先的に使うように
、充電又は放電する蓄電池の組み合わせを変更する（ステップＳ３２）。ステップＳ３２
で充電又は放電する蓄電池の組み合わせを変更した後、ステップＳ３１の判断に戻る。こ
のようにすることで、インバーターや蓄電池の累積充放電時間がほぼ均等になる。
【００３４】
　蓄電池監視制御装置１０３は、これらの要因ごとの最適な負荷分散状態を総合的に判断
して、実際に設定する負荷分散状態を決める。このとき、蓄電池監視制御装置１０３は、
例えばそれぞれの要因ごとに優先度を決めて、優先度の高い要因をより反映させた負荷分
散状態を行うようにしてもよい。なお、変換効率と累積充放電時間の２つの要因を使うの
は一例であり、蓄電池監視制御装置１０３は、その他の要因を加えて負荷分散状態を決め
るようにしてもよい。
【００３５】
　このように本例の蓄電池システム１００によると、蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂ及びイン
バーター１０４Ａ，１０４Ｂが適切に分散して使用されると共に、蓄電池１０６Ａ，１０
６Ｂの充電残量が適切に管理される。したがって、蓄電システム全体としてのパフォーマ
ンスの向上及び蓄電池の寿命の長寿命化を図ることができる。例えば、蓄電池１０６Ａの
充電量が第１閾値に達したとき、別の蓄電池１０６Ｂの充電量を調整して、ＳＯＣ上限値
に到達するのを防ぐ運用が可能になり、ＳＯＣ上限値やＳＯＣ下限値に達する回数を減少
させる運用が可能になる。また、複数の蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの累積充放電時間の偏
りを防ぐこともできるようになり、蓄電システム全体としてのパフォーマンスの向上や蓄
電池の寿命の長寿命化を図ることができる。
【００３６】
　しかも、本例の蓄電池システム１００の場合には、複数の蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂの
特性や容量がどのような組み合わせであっても適用が可能であり、複数の蓄電池を備えた
種々の蓄電池システムに適用できるようになる。具体的には、複数の蓄電池１０６Ａ，１
０６Ｂは、特性や容量が同じである場合と、相違した場合のいずれであっても、本例の蓄
電池システム１００に適用が可能になる。このため、新規に作成する蓄電池システムに適
用できることは勿論であるが、既存の蓄電池システムに、蓄電池監視制御装置１０３が行
う制御機能を追加することでも適用できるようになる。
【００３７】



(9) JP 2017-189045 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

［６．閾値を変更する例］
　ここまでの説明では、ＳＯＣ上限値やＳＯＣ下限値との間に設定する第１閾値及び第２
閾値は、６０％と４０％に設定する例とした。これに対して、第１閾値と第２閾値は、そ
のときの状況に応じて可変設定するようにしてもよい。
　図７は、蓄電池監視制御装置１０３が第１閾値と第２閾値を可変設定する処理例を示す
フローチャートである。
【００３８】
　まず蓄電池監視制御装置１０３は、電力系統１０１の状況と蓄電池システム１００の状
況から現在（又は近い将来）の需給バランスに変化があるか否かを判断する（ステップＳ
４１）。ここで、需給バランスに変化がないと判断したときには（ステップＳ４１のＮＯ
）、各閾値を変更せずにそのまま待機する。
【００３９】
　そして、需給バランスに変化があると判断したとき、蓄電池監視制御装置１０３は、現
在（又は予想される）需給バランスに基づいて第１閾値と第２閾値を、ＳＯＣ上限値やＳ
ＯＣ下限値との間で再設定する閾値設定処理を行う（ステップＳ４２）。そして、蓄電池
監視制御装置１０３は、その再設定した第１閾値と第２閾値で負荷分散制御を行う。その
後、蓄電池監視制御装置１０３は、ステップＳ４１の判断処理に戻る。
【００４０】
　ステップＳ４１での需給バランスの変化とは、例えば、電力系統１０１に接続された負
荷機器が多く作動して、電力消費が増える状況になった場合や、電力系統１０１に接続さ
れた発電所（太陽光、風力など）での発電量が増える状況になった場合などが想定される
。
　また、予想される需給バランスとしては、特定の時間に稼働する機器がある場合や、天
気予報などから発電量の変化が予想される場合などがある。
【００４１】
　このように需給バランスの変化に基づいて第１閾値と第２閾値を可変設定することで、
各蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂを適切に負荷分散制御できる範囲が可変し、そのときの需給
バランスに基づいた適切な運用が可能になる。
【００４２】
［７．変形例］
　なお、本発明は上述した実施の形態例に限定されるものではなく、様々な変形例又は応
用例が含まれる。例えば、上述した実施の形態例は本発明を分かりやすく説明するために
詳細に説明したものであり、必ずしも図１などで説明した全ての構成を備えるものに限定
されるものではない。
【００４３】
　また、図１に示す構成では、説明を簡単にするために２組の蓄電池１０６Ａ，１０６Ｂ
と２組のインバーター１０４Ａ，１０４Ｂを備えたものとしたが、本発明は、３組以上の
多数の蓄電池やインバーターを備えた蓄電システムに適用可能である。
【００４４】
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能
などは、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによ
りソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等
の情報は、メモリや、ハードディスク、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置、ま
たは、ＩＣカード、ＳＤカード、ＤＶＤ等の記録媒体に置くことができる。
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
【符号の説明】
【００４５】
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　１００…蓄電池システム、１０１…電力系統、１０２…リモート監視制御装置、１０３
…蓄電池監視制御装置、１０４Ａ，１０４Ｂ…インバーター、１０５Ａ，１０５Ｂ…直流
ライン、１０６Ａ，１０６Ｂ…蓄電池、１０７…交流ライン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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